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今週のことば

キキクル
気象庁は、大雨による災害発生（土砂災

害、浸水害、洪水）の危険度を５段階で地

図上にリアルタイム表示する「危険度分

布」の愛称を決定。避難の判断に活用。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ３／２９(月) 赤口

 　　３０(火) 先勝

 　　３１(水) 友引　１月決算法人の確定申告ほか月末時の税務・労務

 ４／　１(木) 先負　消費税の総額表示義務化、米大リーグ開幕

 　　　２(金) 仏滅

 　　　３(土) 大安　競泳・日本選手権（～１０日）

 　　　４(日) 赤口　清明

先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 3/22(月) 29,174 ▼618   108.68 △0.06

   23(火) 28,996 ▼178   108.76 ▼0.08

   24(水) 28,406 ▼590   108.60 △0.16

   25(木) 28,730 △324   109.08 ▼0.48

   26(金) 29,177 △447   109.32 ▼0.24

４月から開始される主な制度等（税制以外）

　来月から開始される主な制度等は以下の通りです。

◎年金額改定ルールの見直し……賃金変動率が物価

変動率を下回る場合には、賃金の変動率に合わせて

年金額を改定します。これにより、令和３年度の年

金額は０.１％の引下げとなります。

◎総額表示の義務付け……消費税転嫁対策特別措置

法が失効することに伴い、消費者に対する商品等の

価格表示（値札や広告、ホームページなど）は、税

込価格を表示する必要があります。

◎中小企業への「同一労働同一賃金」の適用……中

小企業においてもパートタイム・有期雇用労働法が

適用となり、同一企業内における正社員とパートタ

イム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手

当、福利厚生などの待遇について、不合理な差を設

けることが禁止されます。

◎改正高年齢者雇用安定法の施行……７０歳までの

高年齢者就業確保措置（定年引上げ、継続雇用制度

の導入、定年廃止、創業支援等措置）を実施するこ

とが事業主の努力義務となります。

◎大企業に対する中途採用比率の公表義務化……常

時雇用する労働者数が３０１人以上に企業に対して、

正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数の

割合の定期的な公表が義務付けます。

◎「就職お祝い金」等の提供による職業紹介の禁止

……職業紹介事業者が「就職お祝い金」などの名目

で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨

を行うことが禁止となります。

◎労災保険の特別加入制度の対象範囲拡大……芸能

関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、

柔道整復師などが特別加入制度の対象に加わります。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５１２

事業再構築補助金の申請に必要なＧビズＩＤ

　事業再構築補助金の第１回の公募期間は３月２

６日～４月３０日１８時までとなりました（申請受

付は４月１５日開始予定）。

　同補助金は電子申請での受付となり、「Ｇビズ

ＩＤプライムアカウント」を取得する必要があり

ますが、発行まで３～４週間程度の期間を要する

ため、特例として申請書等の郵送や審査を省略し

早期に発行する「暫定ＧビズＩＤプライムアカウ

ント」での申請が可能となります。

　暫定プライムアカウントは、ＧビズＩＤ申請ペ

ージの「ｇＢｉｚＩＤプライム作成」から必要事

項を記入する際、「部署名」欄に「特定補助金専

用」と記入して申請することで発行されます。

★☆★ ４月のチェックポイント ★☆★

※ 延期された所得税・贈与税・個人事業者の消費

税の申告・納付期限は４月１５日（木）です。

※ 新入社員や扶養親族に異動があった社員から

｢扶養控除等（異動）申告書｣の提出を受けます。

※ 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出」は、

４月１５日（木）までに１月に提出した市町村に。

※ 協会けんぽの３月分（４月納付分）から健康保

険料率の改定（都道府県で異なる）を確認しま

す。なお、介護保険料率は、全国一律に１．８０％

（現行１．７９％）に引上げられます。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000 へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５１２　　　　　   　 　　　　           ２０２１. ３.２９

令和 3年 4月から開始される制度等（税制以外）

◆年金額の改定ルールの見直し

・年金額は、賃金・物価の変動に応じて改定する仕組みとなっており、賃金・物価の変動率がプラ

スの場合、マクロ経済スライドによる調整が行われます。

・平成 28 年の年金改革法により、年金の支え手である現役世代の負担能力（賃金）に応じた給付

とする観点から、賃金変動率がマイナスであって、物価変動率を下回る場合には、賃金変動率に合

わせて年金額を改定するよう改定ルールが見直され、令和 3 年 4 月から施行されます。

・令和 3 年度の年金額は、賃金変動率（▲0.1％）が物価変動率（0.0％）を下回ったことから賃

金変動率によって改定され、令和 2 年度から 0.1％の引下げとなります。

◆総額表示の義務付け

・令和 3 年 3 月末に消費税転嫁対策特別措置法が失効することに伴い、令和 3 年 4 月から消費者

に対する価格表示は、消費税額を含む支払総額の表示（総額表示）が必要となります。

・総額表示は、「事業者が不特定かつ多数の者に、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場

合」を対象として税込価格の表示を義務付けるものです。そのため、一般的な事業者間取引におけ

る価格表示は対象外です。

・税込価格が明瞭に表示されていれば、税抜価格や消費税額を併せて表示することも可能です。

◆中小企業に対するパートタイム・有期雇用労働法の適用

・パートタイム・有期雇用労働法（令和 2 年 4 月施行）の適用により、同一企業内における正社

員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、賃金や福利厚生などの待遇について不合理な

差が禁止となり、職務内容（業務の内容＋責任の程度）や職務内容・配置の変更範囲（転勤、人事

異動、 昇進などの有無や範囲）などの違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。

・事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて

説明を求められた場合は、説明をすることが義務付けられます。

◆高年齢者雇用安定法の改正

・65 歳までの雇用確保（義務）に加え、65 歳から 70 歳までの就業機会を確保するため、高年

齢者就業確保措置として、①70 歳までの定年引き上げ、②定年制の廃止、③70 歳までの継続雇

用制度の導入、④70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70 歳まで継続的に

社会貢献事業へ従事できる制度の導入のいずれかの措置を実施することが「努力義務」となります。

・上記④及び⑤を創業支援等措置といい、これらを導入するに当たっては、創業支援等措置の実施

に関する計画を作成した上で、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。

◆大企業に対する中途採用比率の公表義務化

・常時雇用する労働者が 301 人以上の企業に対し、直近 3 事業年度の各年度において採用した正

規雇用労働者に占める中途採用者数の割合の定期的な公表を義務付けます。

・公表は、求職者が容易に閲覧できる方法（ホームページの利用など）により行います。

・初回の公表は、法施行（令和 3 年 4 月 1 日）後の最初の事業年度内に行い、その後は前回の公

表からおおむね 1 年以内に公表を行います。

◆職業安定法に基づく指針の改正

・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて

転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があることから、「就職お祝い金」などの

名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えた金銭などを提供して求職の申し込みの

勧奨を行うことを禁止します。

◆労災保険の特別加入制度の対象範囲拡大

・令和３年４月１日から、芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師、改

正高年齢者雇用安定法の創業支援等措置に基づき事業を行う方について、労災保険の特別加入制度

の対象となります。

◆賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設

・賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた総括表を廃止し、令和 3 年 4 月 1 日以降提

出分から添付が不要となります。

・日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び 70 歳以上被用者にも賞

与を支給しなかった場合は、賞与不支給報告書を提出します。


